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臨時休業中の登校可能日設定について（お知らせ） 

 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言と臨時休業が続く中で、各ご家庭におかれましては、

ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このことについて、兵庫県教育委員会から通知がありました。つきましては、下記のとおり登

校可能日を設定します。 

なお、何か不明な点がありましたら、学校へご連絡ください。 

 

記 

 

１ 登校可能日（２時間程度登校予定） 

学年 登校可能日 時間 登校する生徒 

第１学年 ５月２１日（木） 
9:30～11:30 出席番号が【奇数】の生徒 

13:30～15:30 出席番号が【偶数】の生徒 

第２学年 ５月２１日（木） 
9:30～11:30 出席番号が【奇数】の生徒 

13:30～15:30 出席番号が【偶数】の生徒 

第３学年 ５月２２日（金） 
9:30～11:30 出席番号が【奇数】の生徒 

13:30～15:30 出席番号が【偶数】の生徒 

・各クラスを午前と午後の２グループに分けて分散登校を行います。 

・各クラスの出席番号【奇数】の生徒は午前中（9:30SHR 開始）に登校。出席番号が【偶数】の生徒

は午後（13:30SHR開始）に登校。 

・持参するもの等については、各学年から Classiや学校ホームぺージで連絡します。 

 

２ 登校可能日の感染拡大防止対策について 

（１）教室・廊下の窓を広く開け換気を行う。 

（２）生徒間のスペースを十分に（1m以上）確保する。 

（３）生徒にできるかぎりマスクを着用させる。 

（４）教室では、教壇との距離を確保する。 

（５）教職員はマスク等を着用し、会話等の際の飛沫防止に努める。 

 

３ その他 

（１）登下校時にも「３密」を避け、できるだけマスクを着用してください。 

（２）登校可能日は、登校を強制するものではなく、登校しなくても欠席とはなりません。登校に不安や

心配を感じる場合は、遠慮なく担任に相談してください。 

（３）５月２５日以降も「登校可能日」を設定する予定です。以降の予定は、登校可能日に連絡します。 

（４）急な変更は、学校ホームぺージや Classiで連絡します。必ず確認してください。 


